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高 知 県 契 約 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ４ 年 月 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 号

高 知 県 契 約 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 契 約 規 則 （ 昭 和 39年 高 知 県 規 則 第 12号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 61条 」 を 「 第 62条 」 に 改 め る 。

第 ８ 条 中 「 次 の 各 号 に 」 を 「 次 に 」 に 改 め る 。

第 38条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 を い う 」 を 「 を い う 。 第 62条 に お い て

同 じ 」 に 改 め る 。

第 ７ 章 中 第 61条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 電 子 的 方 式 等 に よ る 手 続 の 特 例 ）

第 62条 こ の 規 則 に 定 め る 手 続 （ 県 有 財 産 売 却 シ ス テ ム に 係 る も

の 及 び 物 品 電 子 調 達 シ ス テ ム に 係 る も の を 除 く 。 ） の う ち 知 事

が 別 に 定 め る も の は 、 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚

に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 に よ る

方 法 に よ り 行 う こ と が で き る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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